
はじめに

　２５年前に比較すると酪農経営では，戸数では１４７

千戸から３５．４千戸と約１／４に減少したが，１戸

当たりの経産牛頭数は８．８頭から３３．０頭と約３．８倍

に増加した。また，経産牛１頭当たりの乳量は，

４，０６０�から７，２３８�と１．７８倍に増加が示され，

１戸当たりの飼料畑面積は，全国平均で見ると

５．７０ｈａから２７．４ｈａと４．８１倍に増加している。この

様に乳牛飼養の状況でも，自給飼料生産の面でも

大きな変革が示されている。この様な変化の中で

自給飼料の増産対策について，私見を加えて概要

を述べてみよう。

１　なぜ飼料自給率は低下したのか

　自給率低下の要因は種々あるが，主な原因につ

いては下記のごとくである。

１）　乳牛飼養の変化

　平成元年から平成１１年までの主要な変化を表１

に示した。これによると，乳牛飼養戸数は毎年

３，２２０戸ずつ減少し，１戸当たりの経産牛頭数は毎

年１．３頭ずつ増加している。また，経産牛乳量では

毎年１０７�ずつ増加しており，生乳生産量は毎年

４．１万ｔずつ増大しており，各項目ともに有意な相

関が示されている。

２）　大規模酪農家の増大と輸入乾草の増加

　都府県では大型酪農家（経産牛２００頭以上）が増

加しており，大部分は輸入乾草に依存している。

さらに，経産牛１頭当たりの飼料畑面積は１０ａと

狭く，輸入乾草利用量は１．８０ｔに及んでいる。特

に，最近では高泌乳牛の飼養に関心が高く，ルー

サン乾草の使用量が増加している。

　筆者の調査によると，１頭当たり自給飼料乾物

仕向け量Ｘｔと，輸入乾草使用量Ｙｔの間には

－０．９２の強い相関があり，１頭当たり輸入乾草使

用量Ｙｔ＝３．２６－０．６０Ｘ（自給飼料乾物仕向け量

ｔ）の回帰式が求められた。自給飼料乾物仕向け

量が１ｔ増加するごとに輸入乾草使用量が０．６０ｔ

減少することが示されている。
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表１　平成元年から平成１１年までの飼養戸数，経産牛

頭数と乳量および生乳生産量の年次と回帰式と

その相関と回帰式

相関係数①回帰式区分

０．９９１※※Ｙ＝６８．５８－３．２２Ｘ
飼養戸数
（千戸）

０．９９５※※Ｙ＝１９．２＋１．３Ｘ
１戸当たり
経産牛頭数

０．９８６※※Ｙ＝６，２２８＋１０７Ｘ
１頭当たり
経産牛乳量�

０．６７７※※Ｙ＝８１９．１＋４．１Ｘ
生乳生産量
（万ｔ）

①１％水準で有意
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３）　小規模酪農家の離脱

　離脱した小規模酪農家は１団地面積も狭く，小

型トラクタで作業をしていた。したがって，離農

跡地の飼料畑は大型トタクタ作業に不向きな場合

が多く，利用されずに放置されている例が多い。

４）　多頭化して労働力が不足

　中核的な酪農家は，現在では経産牛５０頭前後を

飼養している。主としてつなぎ牛舎であり，１頭

当たりの年間飼養管理の労働時間は１００時間であ

るから，年間の管理時間は５，０００時間である。さら

に，５ｈａの飼料畑の栽培・収穫作業に５４０時間を必

要としている。合計５，５４０時間を夫婦２人で対応す

ると，当然過重な労働となるのである。

５）　協同作業の減少

　前項で述べたように，多頭化した酪農家は乳牛

飼養に労働時間を多く取られ，協同作業の出役に

時間を合わせることが次第に困難になった。

　栃木県北部の酪農地帯では通年サイレージの普

及とともに，昭和５５年頃には，約９５％程度の酪農

家が２～３戸で協同作業を実施していたのであ

る。

　しかし，昭和６０年以後には１戸当たり１０頭前後

から一挙に４０頭に規模を拡大し，協同作業が困難

となった。現在の協同作業の実施率は２０％程度に

減少したのである。したがってトウモロコシやソ

ルガムの栽培が減少し，ロールベール主体の作業

となった。

２　自給飼料の生産費

　平成１０年における北海道と都府県の自給飼料の

生産費，輸入乾草類および乳牛配合飼料の１�価

格とＴＤＮ１�の価格について図１に示した。こ

れによると乳牛配合飼料のＴＤＮ１�価格を１００

とすると，輸入乾草（６種類）は１５６と最も高く，

都府県の自給飼料は５１であり，北海道の自給飼料

は３１と最も安価であることが示されている。

　したがって，輸入乾草は取扱いや貯蔵もしやす

いが，現状では高価であることを十分認識すべき

であろう。

３　飼料自給率の向上対策

１）　現状の酪農におけるＴＤＮ自給率

　昭和６０年における自給飼料のＴＤＮ自給率は北

海道では６３．８％で都府県では３０．６％であった。し

かし，平成１０年では北海道では５４．２％で都府県で

は僅かに１８．５％である。この１３年間に北海道では

ＴＤＮ自給率が９．６％減少し，都府県では１２．１％減

少したのである。年率にすると北海道は－０．７４％，

都府県では－０．９３％の減少である。

　これら低下の要因の第１は経産牛乳量の向上，

第２は輸入乾草給与量の増大，第３は自給飼料の

乾物中飼料価値の低下などが指摘される。

２）　自給飼料の乾物消化率と摂取量の関係

　筆者が草地試験場在職中に，３６例のサイレージ

と乾草について乾物消化率と乳牛（体重５００�換

算）の可消化乾物摂取量の関係について調査をし

た。その結果は，乾物消化率と可消化乾物摂取量

との間には強い０．８８の相関が示され，Ｙ（可消化

乾物摂取量）＝０．１１Ｘ（可消化乾物率％）－１．８９

写真２　個人作業が増加して，ロールベール利用が増大

する結果となった
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の回帰式が求められた。この回帰式から，乾物消

化率が１％向上するごとに，可消化乾物摂取量が

０．１１�向上することが示されたのである。

３）　コントラクターの活用

　コントラクターは今から約５０年前に欧州で誕生

し，大型化した畜産農家の飼料作物の栽培と収穫

や堆肥散布などの作業を請負い，強力な支援組織

となっている。現在ではオランダに約２，７００社，英

国では約５，０００社のコントラクターが活動して威

力を発揮している。

　今年の酪農雑誌によると，オランダでは１番草

の収穫の５０％をコントラクターが請負ったと報告

している。筆者が調査したイギリスのコントラク

ターの例を示そう。コントラー歴は１０年で雇用は

４名であり，トラクターは８０～１００馬力が４台，大

型ハーベスタが２台，バンカーサイロの原料を均

平・踏圧用ハンドラーが２台，１０ｔトレーラ３台

である。利用する酪農家の機械や労力も加わる。

　作業は半径１５�のユーザーが５０戸であり，同時

に３戸の作業を実施している。作業料金は１ｈａ当

たり牧草刈取り４，６３０円，ロール梱包１箇は４５０円，

自走式ハーベスタは１１，８５０円などが英国での標準

料金とされていた。

　一方，わが国のコントラクターは現在１４９組織が

あり，畜産農家の利用戸数は１４，９６９戸で，飼料作

物収穫面積は５１，４４０ｈａに及んでいる。１組織当た

りの利用戸数は１０４戸で収穫面積は３５７ｈａである。

しかし，北海道では利用戸数は５９戸で収穫面積は

７９３ｈａと規模が大きい。

　コントラクターの受託作業面積は８９，８９９ｈａで

あり，作業は収穫が５７．２％，堆肥散布は１０．３％，

耕起など５．０％，ワラ収穫が３．２％，および関連作

業が１２．３％などが主要を占めている。作業料金で

は，サイレージ収穫料金が北海道は１０～１２万円，

都府県では２０～２５万円である。

　コントラクターへの飼料作物作業の委託化に

よって，第１は畜産農家の大型機械類の過剰投資

が抑制され，第２は飼料作物の栽培・収穫作業の

労働力が軽減され，第３にはサイレージ生産コス

トの低減が図られ，第４には年間労働時間の短縮

と平準化が可能となり，第５には乳牛飼養管理が

十分に行われ，第６には酪農婦人が飼料畑作業か

ら完全に解放されるなどの利点があげられる。

４）　ＴＭＲセンターの育成と活用

　現在では，全国に約３０か所のＴＭＲセンターが

活動していると推定され，今でも増加している。

栃木県の例では平成１１年には２か所であったが，

平成１２年には５か所に増加している。ＴＭＲは米

国で昭和５５年頃より普及したが，その利点は次の

様である。

　①採食する飼料を制御し，飼料効率を向上させる

　特に，乳牛の泌乳レベルに適合した必要養分

を混合し，乳牛の第１胃の平衡が保たれる。

　②代謝病を減少させ，乳脂肪率の減少を防ぐ

　　必要とする粗飼料を十分に摂取する。

　③嗜好性の低い飼料も十分活用できる

　各種の農産加工残渣も利用できるし，ビール

粕なども活用が可能で飼料費を低減できる。

　④育成牛や乾乳牛にも好適である。

　⑤給与ＴＭＲの機械化ができる。

　⑥粗飼料も上手に活用できる。

　⑦つなぎ牛舎にも適合できる。

　⑧ＴＭＲ給与で乳量を５～１０％向上できる。

　⑨繁殖効率を向上させる。

　等々が米国で明らかになり，６年前にはウイス

コンシン州ではＤＨＩ（牛群検定）農家でＴＭＲ

の実施率は５０％，１００頭以上の酪農家で７５％の普及

を示していた。これにはミキサーワゴンの開発と

各種研究などの成果によるものである。

　特に，わが国では人口密度が高く，各種食品加

工残渣類が低コストで入手できる。しかも，乾物

中の飼料価値が高くＴＭＲ原料として好適であ

る。栃木県では，これらＴＭＲを２００頭規模の酪農

家２戸で活用し，１日１頭当たり３０～３３�の乳量

を挙げている。

むすび

　以上自給率低下の要因について述べ，さらに自

給率を具体的に向上させる対策について概要を示

した。


